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久喜市食育推進会議条例 

平成 22年 7月 13日 

条例第 248号 

 （設置） 

第１条 本市における総合的な食育の推進を図るため、食育基本法（平成１７年法律第６３号。以下

「法」という。）第３３条第１項の規定に基づき、久喜市食育推進会議（以下「推進会議」という。）を置

く。 

 （所掌事項） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

 （１） 久喜市食育推進計画（法第１８条第１項に規定する市町村食育推進計画をいう。）を作成し、

及びその実施を推進すること。 

 （２） 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に

関する施策の実施を推進すること。 

 （組織） 

第３条 推進会議は、委員２０人以内で組織する。 

 （委員の委嘱） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

 （１） 公募による市民 

 （２） 教育若しくは保育に関する機関又は関係団体に属する者 

 （３） 社会福祉、保健若しくは医療に関する機関又は関係団体に属する者 

 （４） 農業者又は農業に関する団体に属する者 

 （５） 食品の製造、加工、流通、販売若しくは食事の提供を行う事業者又はその組織する団体に属

する者 

 （６） 食育の推進に関する活動に携わるボランティア団体に属する者及び消費者団体に属する者 

 （７） 学識経験を有する者 

 （委員の任期等） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 

第６条 推進会議に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

 （会議） 

第７条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の推進会議

の会議は、市長が招集する。 

２ 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 推進会議の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

 （意見聴取等） 

第８条 会長は、食育のため必要があると認めるときは、推進会議の会議に関係者の出席を求めて意

見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第９条 推進会議の庶務は、健康増進部健康医療課において処理する。 

 （委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮

って定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

資料２ 
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○久喜市食育推進庁内連絡会議規程 

平成22年９月13日 

訓令第55号 

改正 平成24年３月２日訓令第15号 

平成25年３月26日訓令第３号 

（設置） 

第１条 市における食育に関する施策を関係課が連携して総合的に推進するため、久喜市食育

推進庁内連絡会議（以下「連絡会議」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 久喜市食育推進会議条例（平成22年久喜市条例第248号）第２条第１号に規定する久喜

市食育推進計画の作成についての検討及び進行管理に関すること。 

(2) その他食育に関する施策の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は健康増進部部長の職にある者を、副会長は健康増進部健康医療課課長（以下「健康

医療課長」という。）の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

（会長及び副会長） 

第４条 会長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第５条 連絡会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会長は、食育に関する施策の推進のため必要があると認めるときは、連絡会議の会議に関

係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めること

ができる。 

（作業部会） 

第６条 食育推進計画の作成について、必要な調査、研究及び課題の整理をするほか、食育に

関する施策の推進に必要な事項を協議するため、連絡会議に作業部会を置く。 

２ 作業部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。 

３ 部会長は健康医療課長の職にある者を、副部会長は健康増進部健康医療課（以下「健康医

療課」という。）の健康企画係係長をもって充て、部会員は連絡会議に属する関係各課の食

育に関係する業務を担当する職員のうち関係各課の課長にそれぞれ推薦された者とする。 

４ 部会長は、会務を総理し、作業部会を代表する。 
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５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

６ 作業部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。 

７ 部会長は、食育に関する施策の推進のため必要があると認めるときは、作業部会の会議に

関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めるこ

とができる。 

（庶務） 

第７条 連絡会議及び作業部会の庶務は、健康医療課において処理する。 

（その他） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議について必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年３月２日訓令第15号） 

この訓令は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月26日訓令第３号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

別表（第３条関係） 

市民部 生活安全課長 

環境経済部 環境課長 

農業振興課長 

商工観光課長 

福祉部 障がい者福祉課長 

介護福祉課長 

子育て支援課長 

保育課長 

健康増進部 中央保健センター所長 

国民健康保険課長 

教育部 学務課長 

指導課長 

生涯学習課長 

中央公民館長 

 


